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浮島が原にロマンを 
 

                  NPO 法人浮島沼自然・里つくりの会       鈴木昌宙 
 
 〔「ナヨナヨワスレナグサ」の観察〕を小学生の夏休みの｢研究集録」の中で見たのは 20 年ほど前のことです。

ムラサキ科の植物で、浮島が原だけでみられ、植物図鑑にもあまり載っていない、というものでした。50 年も浮

島に住んでいて全く知らないことでしたので浮島の植物を観察してみようと考えました。 

 県の施策で「ふじのくにゆうゆうクラブ」ができ、「浮島沼再発見」という名で子ども達と観察を始めました。

１９９４年のことです。絶滅が心配される植物が数多く生育してそれらが群落を作っていましたが、女鹿塚周辺

の圃場整備が始まり、大規模に廃土が捨てられ始めると、生態系も音をたてて崩れていきました。 

 ２００５年、無残に埋め立てられ失われていく植物や自然などの危機感から「NPO 法人浮島沼自然・里つくり

の会」を立ち上げました。 農業・生物・人の共生を求めて活動することを目的にしました。会員と子どもクラ

ブは絶滅が心配される湿地の植物「サワトラノオ・ヒキノカサ・ミズオトギリ・ミズタガラシ・ミツガシワ・ノ

ウルシ」などをアクアプラザの遊水池をはじめ数カ所に移植して育てています。それぞれの植物の性質・繁殖方

法などを探りながら移植するのは楽しいものです。試行錯誤の中で移植を続けていますが、アクアプラザでは「タ

コノアシ」や「ノウルシ」は思うように成長してくれません。「サワトラノオ・ミズタガラシ」などは、移植場

所が気に入ったらしく群落を形成し始めました。 

  平成 22 年 7 月より私たちが求めていた、いわゆる「埋め立て条例」が施行されました。 

 浮島沼の植生は、畦道の草刈りや芦原の刈り取り・野焼きなど人間の手は入った微妙なバランスの上に成り立

ってきたので、水田を放置すると消えていったり、土砂の下敷きになったりします。 

  低迷する稲作に一石を投じようと今年は酒米をつくり、浮島の地下を流れる水を使って、清酒造りに挑戦して

います。また魚の生態調査をかねて「かいぼり漁」を復活させたり、道路脇に彼岸花を植栽したり、浮島米のう

まさを知ってもらうために味見コンテストをしたりと、知恵を出し合っています。富士山と愛鷹山から水の恵み

を受け、かつて自生していたサクラソウとミズバショウを浮島が原に復活させようと、準備も始めました。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

移植し群落を形成し始めたサワトラノオ 



ホテルニューオータニ～キリン横浜ビアビレッジ工場を訪ねて      
 

       沖電気工業株式会社 社会システム工場 渡部 信行 
      
2010 年 10 月 7 日（木）、沼津地区環境保全協議会の一行 14 名は、当協議会機関紙「水と空」第 134 号の取材

を兼ね、東京都千代田区にある「ホテルニューオータニ」と神奈川県横浜市鶴見区にある「キリン横浜ビアビレ

ッジ工場」を訪問させて頂きました。 
 
【ホテルニューオータニ概要】 
所 在 地  東京都千代田区紀尾井町 4-1 
創 業 日  1963 年 1 月 18 日 
資 本 金  34 億 6,200 万円 
売 上 高  421 億 9,809 万円（2010 年 3 月期） 
社 員 数  2,039 名（男 1,444 名／女 595 名） 

（2010 年 4 月 1 日現在）  
直 営 ホ テ ル  ホテルニューオータニ 

ホテルニューオータニ大阪 
ホテルニューオータニ幕張 

グループホテル  国内 17 ホテル、海外 2 ホテル     
営 業 所  国内 5 カ所、海外 1 カ所     
      
      
 
地球環境への配慮が、お客さまの真の快適さにつながるホテルづくりを目指し、環境・安全・快適性をコンセプ

トに、施設のリニューアルやエネルギー利用の高効率化・CO2 の削減・屋上緑化・リサイクルなど「エコロジー」

と、快適さの向上を追及する「ホスピタリティ」の両立を目指した活動についてお話を伺ってきました。 
     
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
＜コミュニティ環境設備＞      
①屋上緑化      
ホテルの屋上はすべて緑化されていて、その一部（2,500 ㎡）の敷地には約 30 種類の赤いバラ約 2,000 株が栽

培され、ローズガーデンとして主に結婚式場として利用されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②緑地利用      
敷地内の日本庭園にあるビオトープには、03 年からホタルの幼虫を放流するようになり、夏にはホタルを見る

ことができます。 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜生ごみ・水のリサイクルシステム＞      
①コンポスト・プラント      
ホテルから出る 1 日約 5ｔもの生ごみはこの施設 
で乾燥・発酵させ、毎月約 30ｔの肥料を生産して 
います。その一部を契約農家に提供し、そこで栽 
培された農産物をホテルが購入しています。    
 
 
 



 
②中水造水プラント      
厨房から出る 1 日約 1,000ｔの排水はこの施設で 
浄化され、最大 600ｔの中水となります。この中 
水は、ローズガーデンを始めとする敷地内の灌水 
トイレの洗浄、洗車などに活用されています。 
 
③木製受水槽 
開業以来、使用している木製受水槽には厚さ 70mm 
の米ヒバを使用。ヒバ特有の成分に殺菌効果があり 
安全な水が供給できます。現在 30t から 90ｔまで 
大小 16 槽が稼動しています。 
 
 
＜CO2 削減・エネルギー高効率システム＞      
①高効率空調システム「AEMS」      
化石燃料を使わない水熱源ヒートポンプ式で、冷暖 
房機器から生じる排熱エネルギーを、各部屋の空調 
に、相互に効率的に利用するために独自に開発され 
た空調システムです。      
 
②空気熱源ヒートポンプ給湯設備      
排熱や夜間電力を利用した給湯設備で、近年、効率 
向上が著しいヒートポンプ技術を応用し、最も省コ 
スト・省 CO2 効果が見込める業務用給湯熱源とし 
て導入されています。 
 
③コ・ジェネレーション・プラント 
最大発電量 4,500KW のガスタービンを 3 台設置し 
ています。排ガスはボイラーを通して熱回収され、 
高圧ガスに変換後、給湯暖房の熱源としてホテル全 
館に供給されています。  
      
 
 
      
見学中の説明の中に「小さな都市ともいえる当ホテルを、1 つの都市モデルととらえ」というフレーズが何度も

登場したのですが、施設見学を終えて、使用電力・ごみの排出量・水の使用量など改めて規模の大きさに驚かさ

れました。それぞれの問題に対し、リサイクルや高効率化するなど効果的な対策を施していて、環境対策へのこ

だわりを感じました。      
      
      



      
【キリン横浜ビアビレッジ工場概要】 

所 在 地 神奈川県横浜市鶴見区生麦 1-17-1  
竣 工   1926 年 4 月 
敷地面積 約 20 万㎡ 

◆工場見学 
受入人数 2～100 名程度 
所要時間 約 70 分（試飲含む）※要予約 

      
      
 
 
＜品質へのこだわり＞ 
「安心を創造る」ことを基本理念に、原料の吟味はもちろんのこと、商品の開発・製造、出荷、お客様の手元に

届くまで、すべての場面で品質にこだわっています。      
      
＜温暖化防止への取り組み＞ 
工場の製造ラインでは、本来、大量のエネルギーを使います。そのため熱のカスケード（段階的）利用や、製造

工程で生まれる熱エネルギーをムダなく再利用することで、電気使用量を大幅に削減。 
省エネをはかり、CO2 の排出削減に積極的に取り組んでいます。      
      
＜再資源化への取り組み＞ 
発酵・貯蔵の工程で生まれる余剰酵母は健康食品原料や飼料へ。 
ビールをつくる際に生まれる副産物・廃棄物はすべて資源として再利用。 
全ビール工場で、再資源化率 100％を達成しています。 
 
＜水へのこだわり＞ 
ビールづくりは水づくりから。 
キリンビールは水としっかり向き合い、さまざまな取り組みを続けています。 
貴重な水資源を守るための「水の恵みを守る活動」もその一つ。 
1999 年から、全国の工場の水資源に、社員や地元のボランティアの方々と「水源の森づくり」を行っています。 
 
 
 
工場見学ではビールの製造工程についての紹介と、それに伴う品質管理と環境への取り組みについて、映像や展

示物を交えた説明を受けました。 
省エネ・省資源の実現に向けて、前述以外にも、缶や瓶を軽量化して資源を節約するなど環境への配慮を伺えま

した。見学の最後には、出来たての飲み物を試飲することができるのですが、試飲で使用したコップなどを廃棄

する際に、見学者に分別徹底を促しており環境への意識の高さを感じました。 



沼津市環境政策課 

 

◎沼津市の事業系一般廃棄物の処理について 

  家庭から出るごみは、各家庭の自己責任において、事業活動に伴って出るごみは事業者が自らの責任におい

て、適正に処理することが法律で義務づけられています。  

 今回は、事業所から排出されるごみのうち一般廃棄物(事業系一般廃棄物)についてのご案内をさせていただ

きます。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ごみ(廃棄物)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されてい

ます。 

※産業廃棄物は市の収集に出せません。産業廃棄物の収集運搬や施設設置許可申請は静岡県廃棄物 

リサイクル課（054-221-2426）、適正処理指導などは東部健康福祉センター廃棄物課(055-920-2106)へお問

い合わせください。 

沼津市の事業系一般廃棄物の処理には以下の方法があります。いずれの場合も、沼津市の分別の方法に従い、

適正に処理してください。 

① 自ら処理する方法 

リサイクルできる古紙、缶などの金属、空きびんなどは、直接資源回収業者等へ処理を依頼してください。

(回収業者への持ち込みが基本となります) 

② 一般廃棄物処理業の許可を受けた業者へ依頼する方法 

市の許可を受けた「一般廃棄物処理業者」へ処理を依頼してください。収集回数や処理料金などは業者との

個別契約になります。 

照会等は、沼津市一般廃棄物処理業協会 (055-933-7829)へご連絡ください。 

③ 市の処理施設に自ら搬入する方法 

市清掃プラントへ事業者が自ら持ち込んでください。処理手数料が必要です。持ち込みできるごみは市内で

発生したものに限られます。 

④ 市のごみ収集(ごみ集積場所)に排出する方法 

少量排出事業者(月平均100kg以下の一般廃棄物を排出)は、市の収集(ごみ集積場所)に出すことができます。

この場合は①ごみ集積場所の管理者(自治会長など)の了承を得て、②少量排出事業者集積場所使用届提出の

上、③事業系指定袋(緑色の事業者専用)で排出していただきます。 

 事業系指定袋は市役所 6階ごみ対策推進課、クリーンセンター管理課、各市民窓口事務所にて販売していま

す。 

詳しくはごみ対策推進課(055-934-4743)まで問い合わせください 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、 
産業廃棄物以外のもの 
（厨芥類、紙ごみ、びん、缶、たばこの吸 
がらなど） 

（燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 
 ゴムくず、金属くずなど 20 種類のもの） 

事業活動に伴って生じた廃棄物で、法及び政令で定めるもの 

事業系一般廃棄物･･･ 
ごみ 

（廃棄物） 

事業系ごみ 

家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物 家庭系一般廃棄物･･･ 

産業廃棄物･･･ 

一般廃棄物 



 会の動き  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☆ ７月２７日 
  【事業部会】（１）環境関連施設視察見学会について 

（２）環境セミナーの内容について 
 

☆ １０月７日 
  【環境関連施設視察見学会】  

視察先 ： ホテルニューオータニ 
キリン横浜ビアビレッジ工場 

 
☆ １１月２２日 

【広報部会】  
「水と空」第１３４号原稿校正について 

 


